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審査技術概要シート 
 

本概要シートは、土木・建築関係団体により設立された「建設技術審査証明協議会」の会員として、一般財団法人 日本建築センター（BCJ）が実施した「建設技術審

査証明事業（建築技術）」の結果を広く紹介する目的で作成したものです。 

 

［審査証明番号／有効期限］ BCJ-審査証明-231／2026 年 9 月 25 日 

［技術の名称］ 外壁塗装材料が光沢保持率 30%に低下するまでの年数推定方法 

「鹿島式外装塗装材料耐用年数推定法」 

［依頼者（審査証明取得者）］ 鹿島建設株式会社 技術研究所 

［技術概要］ 

本技術は、建築物の外装仕上げに用いられる塗装

材料の耐用年数推定において、実環境下の塗膜の耐

候性を合理的に評価する方法であり、建築物に新規

に施工する外装塗装材料の更新時期を予め推定し、

維持保全や LCC に活用することを目的とする。 

本技術の耐候性評価は、促進耐候性試験機（JIS K 

5600-7-7:2008 塗料一般試験方法-第７部：塗膜の長

期耐久性-第７節：促進耐候性及び促進耐光性（キセ

ノンランプ法））や屋外環境下でポリエチレンリファ

レンス試験片が紫外線や熱などで酸化劣化したとき

に生成するカルボニル基の単位時間又は単位期間あ

たりの量をカルボニルインデックス（以下、CI）で

表した共通指標を劣化外力として用いることを特徴

とする。 

本技術の外壁塗装材料の耐用年数の定義は、社団

法人建築業協会（BCS）材料施工専門部会仕上材料研

究会耐久性 WG において行われた一般的な塗装仕様

の調査に基づき検討された、美観維持の観点からの

表面劣化に関して光沢保持率 30％程度に低下する

までの年数としている。具体的には、JIS K 

5600-4-7:1999 塗料一般試験方法-第４部：塗膜の視

覚特性-第７節：鏡面光沢度の試験方法により求めら

れた鏡面光沢度 70 以上の塗装材料が、光沢保持率

30％にまで低下する劣化外力の総量（塗膜限界状態

の CI 積算値）を、適用する地域の劣化外力（年間

CI 積算値）で除することにより求める。ここで、塗

膜限界状態の CI 積算値は、光沢保持率 30％に低下

するまでの試験時間を屋外暴露試験又はキセノンラ

ンプ式促進耐候性試験により取得し、CI を乗じたも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［開発の趣旨］ 

一般的に、外装塗装材料の耐候性品質は JIS で分

類されるが、耐用年数が個別に示されるものではな

い。そこで、要求される耐久性に応じた適材適所の

材料選定や建築物の LCC を合理的に行うために、地

域や環境条件別に外装塗装材料の耐用年数が把握で

きれば極めて有用である。 

本技術は、耐候性データをもとに耐用年数を推定

することを可能とし、建築物の維持管理計画に応じ

た塗装仕様の合理的立案並びに外装塗装仕上げの品

質向上を図ろうとするものである。 

 

［開発目標および審査証明結果］ 

本技術について、前記の開発の趣旨、開発の目標

に照らして審査した結果は、以下のとおりである。 

(1) ポリエチレンリファレンス試験片から求められ

るカルボニルインデックス（CI）を劣化外力の指

標とした CI 積算値を基準に、外装塗装材料の促進

耐候性試験と屋外暴露試験の相互のデータから、

塗膜の光沢保持率が 30％に低下する年数を合理

的に評価できるものと判断される。 

(2) 外装塗装材料を適用する地域（以下単に「地域」

という。）の実環境にポリエチレンリファレンス試

験片を暴露して得られる当該地域の年間 CI 積算

値、又は、地域の気象データの全天日射反射量及

び日平均気温から計算した当該地域の年間 CI 積

算値を基準に、外装塗装材料の促進耐候性試験や

屋外暴露試験のデータを基に、地域の実環境にお

ける外装塗装材料の耐用年数を合理的に推定でき

るものと判断される。 

 

［本技術の問合わせ先］ 

・鹿島建設株式会社技術研究所建築生産グループ 

TEL 042-489-8296／FAX 042-489-8442 

 

 

 


